
周南市議会議会だより編集委員会記録 

 

日  時  平成３０年７月１３日（金曜日）午前 ９時３０分開議 

                     午前１０時２８分散会 

                     （会議時間５８分） 

 

休  憩  なし 

 

場  所  議会会議室 

 

出席委員  委 員 長  友 田 秀 明 議員 

      副委員長  山 本 真 吾 議員 

      委  員  遠 藤 伸 一 議員 

      委  員  坂 本 心 次 議員 

委  員  佐々木 照 彦 議員 

委  員  得 重 謙 二 議員 

委  員  中 村 富美子 議員 

 

事務局職員 書 記  佐々木   徹 

 

会議に付した事件 

      １ 議会だより（８月１５日号）について 

（１）記事・レイアウトの確認 

      ２ その他 

 

議事の経過 別添のとおり 

 

 周南市議会委員会条例第６５条の規定により、ここに署名する。 

 

                     議会だより編集委員長    友  田  秀  明
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議会だより編集委員会 議事の経過 

   午前 ９時３０分開議 

○委員長（友田秀明議員）  ただいまから、議会だより編集委員会を開催いたします。 

────────────────────────────── 

   議会だより（８月１５日号）について【要点記録】 

 ・「表紙」の写真及び見出し文は、示した案のとおりとすることを確認した。 

 ・２ページから４ページ上段までの「定例会の概要」は、３ページの「懲罰特別委員会での審査」と四角囲みされ 

 た部分を改行すること、同項目の文章を一部変更すること、また、４ページ上段の陳情のタイトルにのみルビを 

 振ることを確認した。 

 ・４ページ下段の議案等の議決結果は、示した案のとおりとすることを確認した。 

 ・５ページから１０ページ上段までの一般質問は、得重謙二議員の原稿の「香害」のルビについて、タイトルにの 

 み振ることを確認した。また、会派名について、一般質問時は旧会派名であったため、掲載する会派名を旧会派 

 名とするか、新会派名とするか協議を行い、新会派名を掲載することを確認した。 

 ・１０ページ下段の議場コンサートは、文中、下から４行目の「感謝」を「御礼」に、一番下の行の「旧議場に  

  も」の「も」を削除することを確認した。 

 ・１１ページの新しい議場の紹介は、新庁舎の写真の５階部分に丸囲みをしていたが、丸囲みを削除し、その写真 

 の説明文に「北側から撮影」を加えることを確認した。 

 ・１２ページから１３ページまでの「委員会レポート」は、示した案のとおりとすることを確認した。 

 ・１４ページから１５ページまでの「議長就任挨拶・議会人事」は、１５ページの一番下にカッコ書きで「二重丸 

 は委員長、丸は副委員長」と掲載されているものを、よりわかりやすくなるように、字体を変更することを確認 

 した。 

 ・１６ページの「新議場オープニングコンサートの開催案内」、「９月定例会の予定」、「議会だより編集委員会 

 委員の紹介」は、示した案のとおりとすることを確認した。なお、オープニングコンサートの案内文については、 

 市広報にも同様の紹介文を掲載する予定だが、現在作成中であることを確認した。 

────────────────────────────── 

その他【要点記録】 

 まず、申し送り事項について検討した。 

 ・１番の波線部分「字句や表現の統一」については、疑義が生じたときにその都度協議をして決めていくことに決 

  定した。また、「カラー化」については、県内他市の状況を記した資料に基づいて協議を行い、カラー化（フル 

  カラー、もしくは表紙及び裏表紙のみカラー）と白黒の２つの意見が出たため、今後も協議を続けていくことに 

  決定した。また、「内容の簡略化や横文字の解説掲載、興味を引く見出しとし、市民が親しみやすい内容とする 

  こと」については、これらのことを念頭に置き、議会だよりの編集を行っていくことを決定した。 

 ・２番の「表紙の写真は、発行時期に適したものとすること」については、このことを念頭に置き、議会だよりの 

  編集を行っていくことを決定した。 

 ・３番の「専門家による研修会の開催や、議会報コンクールへの出品等を検討すること」については、今後も協議 

  を続けていくことを決定した。 

 ・４番の「議案等に対する各議員の賛否の結果を議会だよりに掲載すること」については、県内他市の状況を記し 
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  た資料に基づいて協議を行い、掲載する、掲載しないと双方の意見が出たため、今後も協議を続けていくことに 

  決定した。 

────────────────────────────── 

○委員長（友田秀明議員）  最後に、次回の委員会の開催についてです。 

 次回は、７月２０日金曜日の午前９時３０分から、議会会議室で開催いたします。 

本日の協議事項は以上ですが、皆さんから何かありますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（友田秀明議員）  次回の委員会で、この委員会での視察についても協議をしたいと思っております。 

────────────────────────────── 

○委員長（友田秀明議員）  以上で本日の委員会を散会します。お疲れさまでした。 

   午前１０時２８分散会 

────────────────────────────── 


